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令和８年度木津川市公共下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度木津川市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）排水戸数               ２９，３００戸 

（２）年間総排水量          ７，１０６，０００㎥ 

（３）１日平均排水量            １９，４６８㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

   ①施設更新事業 

   ②流域下水道建設費負担事業 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 収入 

 第１款 下水道事業収益       ２，６３３，５８５千円 

  第１項 営 業 収 益       １，１９４，４６９千円 

  第２項 営業外収益       １，４３９，１１５千円 

第３項 特 別 利 益               １千円 

 

 支出 

 第１款 下水道事業費用       ２，６３３，５８５千円 

  第１項 営 業 費 用       ２，４９５，４９３千円 

  第２項 営業外費用         １３４，５９２千円 

第３項 特 別 損 失             ５００千円 

  第４項 予 備 費           ３，０００千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額５１４，１７４千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額４８，１００千円、過年度分損益勘定留保資金３６３，８７９千円及

び当年度分損益勘定留保資金１０２，１９５千円で補てんするものとする。）
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収入 

 第１款 資本的収入           ８５８，５７４千円 

  第１項 企 業 債         ５０５，７００千円 

  第２項 他会計出資金          ３８，２５７千円 

  第３項 他会計補助金          ６４，５１７千円 

  第４項 国庫補助金         ２５０，１００千円 

 

 支出 

 第１款 資本的支出         １，３７２，７４８千円 

  第１項 建設改良費         ８４３，７２６千円 

  第２項 企業債償還金         ５２９，０２２千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定 

める。 

 

事  項 期 間 限度額 

令和８年度木津川市公共下水道加

茂浄化センターの建設工事委託に

関する協定 

(日本下水道事業団委託) 

令和８年度から 

令和９年度まで 
1,067,000千円 
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 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

公共下水道事

業 

千円 

235,600 

 

証書借入 

 

又は 

 

証券発行 

 

年 4.0％以

内（ただし、

利率見直し方

式で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の利率） 

 政府資金につい

ては、その融資条件

により、銀行その他

の場合にはその債

権者と協定すると

ころによる。 

 ただし、企業財政

の都合により据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は、繰

上償還若しくは低

利に借換すること

ができる。 

 

流域下水道事

業 

 

270,100 

計 505,700 ― ― ― 

 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

（１）下水道事業費用 営業費用と営業外費用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

（１） 職員給与費          １０１，０３６千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 公共下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は、１２５，９５８千円である。 
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 令和８年２月２６日提出 

 

                      木津川市長  谷口 雄一 
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（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益（△は純損失） 663

　　　減価償却費 1,460,245

　　　固定資産除却費 409

　　　引当金の増減額（△は減少） 803

　　　長期前受金戻入額 △ 946,480

　　　支払利息 123,291

　　　未収金の増減額（△は増加） 316

　　　未払金の増減額（△は減少） △ 33,819

　　　　　小計 605,428

　　　利息の支払額 △ 123,291

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 482,137

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 521,732

　　　無形固定資産の取得による支出 △ 259,928

　　　国庫補助金等による収入 250,100

　　　一般会計からの補助金による収入 64,517

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 467,043

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 505,700

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 529,022

　　　一般会計からの出資による収入 38,257

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 14,935

　資金増加額（又は減少額） 30,029

　資金期首残高 503,253

　資金期末残高 533,282

  令和８年度木津川市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）
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期 間 金 額 期 間 金 額
国 庫
補 助 金

企 業 債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(10,956)
10,956

(1,067,000)
1,067,000

(1,077,956)
1,077,956

477,900 13,764

注：（　）内の数値は支出予定額　

合　　計 2,192 1,075,764 584,100

8,764

令和８年度木津川市公
共下水道加茂浄化セン
ターの建設工事委託に
関する協定
(日本下水道事業団委託)

令和８年度
～

令和９年度
1,067,000 584,100 477,900 5,000

加茂浄化センター放流
水（全窒素・全リン）
測定業務

令和６年度
～

令和７年度
2,192

令和８年度
～

令和１１年度
8,764

債務負担行為に関する調書

事　　項 限度額

前年度末までの
支払義務発生(見込)額

当該年度以降の
支払義務発生予定額

左の財源内訳
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（単位：千円）

１．

（１）下 水 道 使 用 料 1,053,773

（２）他 会 計 負 担 金 22,602

（３）そ の 他 営 業 収 益 816 1,077,191

２．

（１）管 渠 費 32,654

（２）処 理 場 費 125,892

（３）雨水幹線維持管理費 4,364

（４）普 及 指 導 費 300

（５）業 務 費 54,778

（６）総 係 費 55,835

（７）流域下水道維持管理費 588,588

（８）減 価 償 却 費 1,388,080

（９）資 産 減 耗 費 11,610 2,262,101

営　業　損　失 1,184,910

３．

（１）他 会 計 負 担 金 320,183

（２）他 会 計 補 助 金 54,040

（３）長 期 前 受 金 戻 入 914,702

（４）雑 収 益 2,554 1,291,479

４．

（１）
支 払 利 息 及 び
企 業 債 利 息

104,333

（２）雑 支 出 1,401 105,734 1,185,745

経　常　利　益 835

５．

（１）過 年 度 損 益 修 正 益 1 1

６．

（１）過 年 度 損 益 修 正 損 319 319 △ 318

517

3,284

3,801

特   別   利   益

特   別   損   失

当 年 度 純 利 益

前 年 度繰 越利 益剰 余金

当年度未処分利益剰余金

令和７年度木津川市公共下水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

営   業   収   益

営   業   費   用

営  業  外  収  益

営  業  外  費  用
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重要な会計方針に係る事項に関する注記    

 

１ 重要な会計方針に係る事項 

   

（１）固定資産の減価償却の方法 

・有形固定資産 

定額法により減価償却を行う。 

主な耐用年数  建物        ５０年 

構築物       １０年～５０年 

機械及び装置    ６年～３０年 

車両運搬具     ４年～６年 

工具器具及び備品  ４年～１５年 

・無形固定資産 

定額法により減価償却を行う。 

主な耐用年数  施設利用権     ３８年 

 

（２）引当金の計上方法 

・退職給付引当金 

市長と締結した「公営企業職員の退職手当に係る取扱いに関する

覚書」に基づき、引当金は計上していない。 

 

・賞与等引当金・法定福利費引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給とそれらに係る法定福利費の 

支出に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年 

度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上して 

いる。 

 

・貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能と見込まれる 

額を計上している。 

 

（３）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 
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２ 予定キャッシュ・フロー計算書に係る事項 

 

予定キャッシュ・フロー計算書の作成方法 

作成方法は、間接法により作成する。 

 

 

３ 予定貸借対照表等に関する事項 

 

（１）企業債に関する事項 

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算 

して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると 

見込まれる額は、４，１４５，８７１千円である。 

 

（２）引当金の取崩し 

貸倒引当金を取り崩す場合、取り崩す額を貸倒引当金から減額し、 

同額を未収金から減額する見込みである。 

また、翌年度６月に賞与等引当金から８，０３０千円を取り崩し、 

賞与等を支払う見込みである。 

 

４ セグメント情報 

 

セグメントの概要 

木津川市公共下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメント 

のため、記載を省略している。 


